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「三番瀬自然環境調査のあり方」及び「市川市塩浜護岸改修事業 

に係るモニタリング手法」について（意見） 

「三番瀬全体の自然環境を定期的に把握するため、県が実施する三番瀬

自然環境調査」及び「市川市塩浜護岸改修事業に係るモニタリング手法」

について、それぞれ県から説明を受け、当会議において検討を行いました。 

ついては、自然環境調査等の実施にあたって、下記のとおり意見を述べ

ます。 

 記 

１．「三番瀬自然環境調査」の実施にあたっては、別添「検討結果」を踏

まえ進めること。 

また、併せて以下の点に留意されたい。 

（１） 藻類調査にあたっては、藻類の葉上などに付着する生物の目視観察

についても検討すること 

   （検討結果別表１「修正若しくは追加すべき事項」関係） 

（２）背後地において、三番瀬の環境改善に寄与する市民活動の内容や広

がりなどの情報収集等にも配慮すること 

（検討結果別表３「配慮すべき事項」関係） 

（３）漁業者の経験的知見を活用しながら、進めること 

（検討結果別表４「調査の実施体制」関係） 

２．「市川市塩浜護岸改修事業に係るモニタリング」の実施にあたっては、

別添「検討結果」を踏まえ進めること。 

資料１－２ 
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１ はじめに 
 
三番瀬再生会議の役割として、「実施事業の内容や環境影響についての

検討状況等の報告を受け、意見を述べること」などがある。 
平成１８年５月２５日開催の第１２回再生会議等において、「三番瀬全

体の自然環境を定期的に把握するため、県が実施する三番瀬自然環境調査」

及び「市川市塩浜護岸改修事業に係るモニタリング手法」について、それ

ぞれ県から報告を受けた。 
これを受け、同日三番瀬評価委員会に、専門的な視点からの検討指示を

出し、同委員会からの報告が、１１月２１日開催の第１６回再生会議に提

出された。 
この報告をもとに、再生会議において検討を行い、このたび、自然環境

調査等の実施にあたって配慮すべき事項など、検討結果としてとりまとめ

たものである。 
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２ 検討結果  
２－１ ―三番瀬自然環境調査のあり方について― 
 
（１） 環境調査の経緯について 

三番瀬の環境調査の経緯は、以下のとおりである。 
昭和６０年

代以降 
埋め立てを前提にした環境影響評価の基礎資料とするため、地形・底

質・底生生物・鳥類・藻類などの調査を実施 
平成８年か

ら９年を中

心  

千葉県環境会議の提言を受け、三番瀬の自然環境の仕組みを把握する

ため、補足調査が実施された。目的は、以下のとおり  
・現況把握（物質循環モデル等による現況再現を含む）、現況を説明す

るための環境データと生物間の検討  
・埋め立て計画による環境の変化点や程度の予測、環境の変化を踏ま

えた生物への影響点や程度の予測 
・埋め立て事業の実施による影響予測のまとめ  

平成１４年

度を中心 
三番瀬円卓会議において、現況把握の必要性が指摘され、補足調査の

方法に準じて調査を実施 
平成１６年

１月 
これら経緯を踏まえ、円卓会議の「専門家会議」において、今後のモ

ニタリング調査を提案  

  
（２）自然環境調査事業の考え方について 
  三番瀬の環境調査は、再生を進める必要性から、「現況把握型調査＋原

因判別型調査＋個別事業対応型調査＋地域統合的な事業監視型調査」で構

成されることが望ましい。 
今回、「県が実施する自然環境調査事業」は、これらのうち、基本的に

「現況把握型調査」を指すものである。 
 
 
 
 
現 況 把 握

型調査  

 

三番瀬の自然の現況を把握することを目的に行われ、過去のデータとの

比較により、三番瀬の自然に変化が起きているかどうかの検証が期待され

る調査である（特定の事業に伴うものを除く）。この調査の結果、変化の

発生が推測または確認された場合は、（可能な場合における長期的変動傾

向の有無の判断を含め、）変化の内容・広がり・程度・発生原因などを可

能な限り明らかにし、必要な対応計画案等の作成のための調査計画案の立

案にも資することになる。  
このため、本調査は、長期にわたり、定期的に、ほぼ同じ構成で、同一

水準で実施されることが必要である。また、学術・技術等の進歩による調

査方法やデータ表記法の変更の際には、それまでの方法やデータとの整合

性が図られるよう、十分な配慮が必要である。  
これらの条件から、本調査は、原則として県が実施すべきものと考える。
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原 因 判 別

型調査  
 
 

本調査は、以下の特定の課題に対応して、必要なときに随時実施される

ものである。このため、調査期間、調査域などの事項は、課題に応じて適

切に設定される必要がある。また、この調査は、課題の発生原因に基づき、

県が実施すべきもの、原因者が実施すべきものがある。  
・三番瀬の自然に変化が起きたことが推測または確認された場合、その

原因を判別し、対応策を立案することを目的とする調査。  
・三番瀬再生において、その自然の抜本的改善を図ろうとするときなど

に、三番瀬の自然について、仮説をたて、それに基づき行うより深い

分析的な調査。 
個 別 事 業

対 応 型 調

査  

再生事業やその他事業の個々において、発生が予測され、または発生し

た自然の変化については、各事業により対処することを原則とする。  

地 域 統 合

的 な 事 業

監 視 型 調

査 

複数の事業による複合的な影響に基づくと推測される変化については、

前述の原因判別型調査に準じて対応することを原則とする。 

 
（３）自然環境調査の実施にあたって 
 ア 「県の三番瀬自然環境調査計画（案）」について 
   円卓会議の「専門家会議」における提案に基づき、県が作成した調査計

画案(以下、計画案)について、以下の点について、修正、追加、削除等を
することが望ましいとの結論に達した。(別表１参照) 

   なお、以下に記述されていない調査については、計画案どおり実施され

たい。 
 

(ｱ)  深浅測量について（修正） 
 従来の５年に１回の全域調査を実施する際に、従来調査の精度を確認し、

向上するため、ライン調査 1 本およびポイント調査５箇所について、
RTK-GPS による標高測定を追加実施する。 

 
(ｲ)  底質調査について（修正） 

     調査地点数を一定程度減じても、本調査の目的を損なうことがないと考
えられるため、平成１４年度調査に準じ、三番瀬内５３地点、沖合い６地

点とする。 
また、次回調査の際に、市川航路内３地点程度で実施し、同航路内での

調査継続の必要性を検証することが望ましい。 
なお、底泥の付着藻類の現存量を把握するため、１０地点程度で底泥ク
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ロロフィル a（フェオフィチンを含む）の測定を追加する。 
 

(ｳ)  水質調査について(修正) 
本調査は、主に底生生物調査時の生息環境を把握するための調査として、

位置づけられる。 
また、計画案中の調査項目のうち、公共用水域の水質常時監視で対応可

能と考えられる COD、全窒素、全リンを削除する。 
    

(ｴ)  底生生物調査について(修正・追加) 
    底質調査に準じて、調査地点数を減じる。 
    また、干出部とその周辺でのカニ類は、干潟浅海域と周辺域生物相の重
要構成要素の一つであるため、これまで実施していなかったこれらカニ類

や生息痕の目視調査を追加する。 
また、海浜植物（塩生植物）分布についても、調査を実施する方向で取

り扱いを検討する必要がある。 
 

(ｵ) 魚類調査について（修正） 
   調査地点数を一定程度減じても、本調査の目的を損なうことがないと考
えられるため、1０地点程度とする。 
なお、稚魚の生息場等を考慮して、岸寄りの地点配置に留意する必要が

ある。 
 

(ｶ) 藻類調査について(修正) 
計画案では５年に１回実施となっているが、四季のデータを得る必要が

あるため、５年に１回、四季の実施と修正する。さらに、調査地点数が２

０地点となっているが、三番瀬の藻類の分布状況を把握するためには、少

なくとも４０地点程度での調査が必要である。 
  また、空中写真撮影等のデータの活用により、補完することも検討する

必要がある。 
 
(ｷ) 鳥類調査について（一部削除、追加） 
５年に１回の夏と冬のシギ・チドリ類採餌状況調査では、水鳥類が必要

とする三番瀬の場についての十分な情報が得られないので削除。 
代わりに、５年に１回、三季（春、夏、冬）に各２日、三番瀬全域を対

象に水鳥類全種の個体数、出現位置、行動状況等を経時的に記録する行動

別個体数調査を追加する。これにより、水鳥にとって三番瀬のどこがどの

ように価値があるかを、場の利用状況から把握する。なお、この際、海上

の水鳥の位置をより正確に記録できるよう、目視観察用の地図の整備を図
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ることが望ましい。 
 また、スズガモ等食性調査は基本的に計画案通り継続するが、スズガモ

以外で三番瀬生態系において重要な位置を占める水鳥（カワウなど）につ

いては、必要と判断された場合、可能な範囲で食性調査を組み込むべきで

ある。 
  なお、葛南地区１５地点でこれまで実施してきた鳥類の全数調査につい
ては、計画案通り継続するが、この際、他団体等の調査結果を参照する。 

 
イ 早期に実施すべき調査（別表２参照） 

三番瀬の自然環境は、底質とともに、水環境などによって強く条件付け

られるが、これまでこの内容について、十分な調査は実施されてこなかっ

た。 
特に、生物と関連の深い物理場の把握が必須であるため、５年に一度と

いうことではなく、向こう１～２年程度の間に、以下の調査を実施すべき

である。 
水温、塩分、濁度、クロロフィル、溶存酸素、流向・流速等について、

三番瀬の主要地点３箇所以上で、年間の変動を把握するため、連続自動計

測し、三番瀬全体での水の流動分布や流出入等を把握する。 
また、調査結果を踏まえ、これら項目について、今後の定期的な観測手

法など、検討すること。 
 
ウ 新規に実施したほうがよい調査は、以下のとおりである。(別表２参照) 
(ｱ) 空中写真撮影 
三番瀬とその周辺において、５年に１回、状況を記録するために、直上

と斜めから、低高度で高解像度の写真を撮影し、活用を図る。 
(ｲ) 定点撮影 
三番瀬の景観等の変遷を記録・活用するために、三番瀬海浜公園、行徳

漁協前、浦安墓地公園、高所など、三番瀬の要所３～５地点程度の定点を

設定し、随時パノラマ写真を撮影し、データベースを作成する。 
 

エ  自然環境調査に関連して配慮すべき事項は、以下のとおりである。(別表
３参照) 

 (ｱ) 青潮等調査 
   県の関係部局で実施している青潮や貧酸素水塊等の調査の情報を、収集･
整理し、利用に供することができるよう配慮すること。 

(ｲ) 江戸川放水路の水質･土砂調査（特に洪水時）や生態系の確認 
  江戸川放水路は、東京湾の遺伝子を残す生物個体群がかろうじて残る場

とされていることから、江戸川放水路については、できる限り三番瀬と一
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体の系として扱うことが望ましい。このため、当面は、管理者である国の

調査結果等を収集し、参考にすること。 
  今後の再生事業に向け、国・千葉県で現状把握のための調査が望まれる。 
(ｳ) 河川･周辺都市域などの調査 
  三番瀬に関連する河川等の管理をしている機関や周辺市から、情報収集

し、三番瀬再生の検討に供することができるようデータの蓄積に配慮する

こと。 
(ｴ) 谷津干潟･行徳湿地･その他周辺湿地調査、東京湾全域の調査 
  谷津干潟･行徳湿地･その他三番瀬周辺湿地、東京湾などは、三番瀬との

関連が深くその推移や動向が三番瀬の自然に影響する可能性が高いことか

ら、常にこれらの地域に関わる県関係部局・他機関・大学等の調査・研究

結果等の入手・蓄積を図り、三番瀬再生の取り組みに資するよう配慮する

こと。 
 
オ  調査結果の解析・活用及び調査の実施体制等について留意すべき事項は、
以下のとおりである 。(別表４参照) 

(ｱ) 調査結果の解析･活用にあたって 
  生物の生息状況と物理環境の対応、関係機関の諸調査データの有効活用、
三番瀬再生に資する学術情報の収集、県の三番瀬調査結果等のデータベース

化と県民・研究者への調査結果の利用促進などについて、別表４に示した方

向で進めるよう努めること。 
特に、継続したデータとして解析するため、調査受託業者および分析担当

者の能力の違いによって、データ精度にばらつきがないよう、精度の担保に

は十分配慮すること。   
(ｲ) 調査実施体制等 
 三番瀬で実施される県関係調査に関する庁内体制や、三番瀬再生に関連す

る研究体制の充実、大学等外部機関との協力、市民調査の支援や人材育成・

調査結果の活用の検討などについて、別表４に示した方向で進めるよう努め

ること。 
 

（4）三番瀬の再生に向けて（別表５参照） 
 三番瀬再生においては、三番瀬全体の自然環境を定期的に把握し、変化の

有無を検討するため、県が実施する自然環境調査が調査全体の基礎になる。 
一方、再生の取り組み過程においては、変化の原因を解明するための調査

や、再生のための仮説を立ててそれを検証するための調査など、それぞれの

課題に応じた原因判別型調査等を適切に実施していくことも重要である。 
検討過程において、これらに該当する項目として、干潟の動態の解明をは

じめ、別表５に示したような調査課題が委員から提起された。 



   

                    7

今後、三番瀬再生の取り組みにおいて、これらについて、適切に実施して

いくことも重要と考えられるため、必要と判断された場合には、実施につい

て検討されたい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



器具 方法

地
形

水深 １回／５年
三番瀬および三番瀬再生に
関係のある周辺海域

精密音響探査機
測線間隔：50ｍ
音響探査機を用いて測量
浅い海域は汀線測量

修正

５年に１回の全域測量時に、基準
点を数点設け、ライン調査１本、
ポイント調査５箇所、ＲＴＫ－Ｇ
ＰＳによる標高測定を追加

音響測深だけで干潟の地形変動を
把握するのは、困難なため

環
境
条
件

酸化還元電位、粒度組
成、強熱減量等

四季（５年
に１回）

補足調査と同程度（93地点
程度）

スミス・マッキンタイ
ヤ型採泥器

底泥表層を1回／1調査地点採取 修正

地点数について、１４年度調査の
５３地点＋沖合６地点＋（市川航
路内３地点程度）とする
また，底泥の付着藻類の現存量を
把握するため，10地点程度で底泥
クロロフィルa(フェオフィチンも
含む）の測定を追加

調査地点数を一定程度減じても、
調査の目的を損なうことがないと
考えられるため
また，付着藻類の現存量を把握し
ておけば，生産量，水質浄化機能
の算定を行うことが可能なため

市川航路内は１度実施
し、データを確認後、
その取り扱いを検討

水温、塩分、pH、溶存酸
素、COD、全窒素、全リ
ン、クロロフィルa等

四季（５年
に１回）

10地点程度 バンドーン型採水器
バンドーン型採水器で各地点で6ℓ
採水

修正 COD、全窒素、全リンは削除

本調査は、主に底生生物調査時の
生息環境を把握するための調査と
して、位置づけられる
COD、全窒素、全リンは月１回の
公共用水域の水質常時監視で対応
可能なため

種の同定、個体数、湿重
量、貝類の殻長等

四季（５年
に１回）

補足調査と同程度（93地点
程度）

スミス・マッキンタイ
ヤ型採泥器

底泥表層を2回／1調査地点採取
採泥後、1mmの篩に残った資料を
採取

修正

地点数について、１４年度調査の
５３地点＋沖合６地点＋（市川航
路内３地点程度）とする

調査地点数を一定程度減じても、
調査の目的を損なうことがないと
考えられるため

市川航路内は１度実施
し、データを確認後、
その取り扱いを検討

－ － － － － 追加
春夏秋の大潮時（５年に１回）、
干出部でカニ類の分布や生息痕を
コドラートを用いて目視観察

干出部とその周辺でのカニ類は、
生物相の重要構成要素の一つであ
るため

海浜植物の取り扱い

種の同定、個体数、湿重
量、体長測定等

毎月（５年
に１回）

15地点程度
押し網（口径：縦30cm
×横150cm×目幅2mm）

上層（水深10～20cm）、下層（50
～70cm）の２水深で汀線と平行に
約100ｍを2名で押す

修正
地点数について１０地点程度とす
る

調査地点数を一定程度減じても、
調査の目的を損なうことがないと
考えられるため

生息孔の分布等 １回／５年 40地点程度 ―
基点から岸方向に40ｍのライン沿
いの海底をビデオ撮影し、解析

継続

種の同定等 １回／５年 20地点程度 ―
ベルトトランセクト法（距離50ｍ
×片側幅2ｍ）の藻類を記録

修正
四季（５年に１回）、４０地点程
度とする

藻類を把握するためには、頻度・
地点数とも不足しているため

代表的な種類の生息地
のゾーンニング
空中写真データ等によ
る補完

種の同定、個体数、湿重
量、空間分布等

四季（５年
に１回）

三番瀬およびその周辺 ―
コドラート法、目視観察（ベルト
トランセクト）

継続
護岸構造による類型分
け

シギ・チドリ類
採餌状況調査

種の同定、個体数等
夏、冬（５
年に１回）

三番瀬、船橋海浜公園、行
徳湿地

双眼鏡・望遠鏡 定点調査・ラインセンサス法 削除
水鳥類が必要とする三番瀬の場に
ついての情報が、十分得られない
ため

－ － － － － － 追加

春夏冬の各２日（５年に１回）、
三番瀬の５地点で、水鳥類全種に
ついて、その個体数、出現位置、
行動状況を経時的に調査

水鳥にとって、三番瀬のどこがど
のように価値があるのか把握する
必要があるため

鳥類の海上の位置を、
陸から特定できる目視
観察用地図の作成

スズガモ等の
食性調査

食性調査等
11月～3月
（５年に１
回）

三番瀬およびその周辺海上 ― 溺死したスズガモの死体を解体等 継続 カワウの食性調査

経年調査 種の同定、個体数等
毎月（５年
に１回）

谷津干潟、船橋海浜公園、
江戸川放水路、塩浜、日の
出等の15地点

双眼鏡・望遠鏡 定点調査・ラインセンサス法 継続
他団体の調査結果の参
照

生
物

深浅測量

底質調査

水質調査
（底生生物調査時の
生息環境の把握）

別表１　県の自然環境調査計画案（円卓会議の専門家会議において検討いただいたもの）に対する修正若しくは追加すべき事項とその理由

その他検討すべき事項方法調査
項目

頻度 調査範囲・地点数測定項目調査名

県の自然環境調査計画案（円卓会議の専門家会議において検討いただいたもの）
修正若
しくは
追加等

修正若しくは追加すべき事項 修正若しくは追加する理由

鳥
類

中層大型底生生物
調査

藻類調査

付着生物調査

底生生物調査

魚類調査
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頻度 調査範囲・地点数 調査方法

水環境等の連続
自動計測

変動が大きい環
境要素の連続的
観測

１時間間隔、概ね１年間
（当面、向こう１～２年
程度の間に実施）

主要地点３箇所以上

水温、塩分、クロロフィル、濁
度、溶存酸素、流向・流速等の自
動計測機器による無人モニタリン
グ

三番瀬の自然環境は、水環境等によって、
強く条件付けられるため、年間の変動を把
握する必要がある

空中写真撮影
三番瀬とその周
辺の面的把握

５年に１回、
大潮・干潮・晴天時、底
質調査と同一年度に実施

三番瀬とその周辺
高解像度確保のため低高度で、直
上写真と斜め写真

判読により多くの情報が得られ、過去の資
料との比較が容易であり、県民にわかりや
すい情報も多いため

定点撮影
三番瀬とその周
辺の景観の把握

随時

三番瀬海浜公園・行
徳漁協前・浦安墓地
公園・高所など、３
～５地点程度

撮影地点を正確に定め、他の調査
時あるいは視察、観察会等を利用
して180度のパノラマ写真を撮り、
ファイルに保管

三番瀬の景観の変遷及び周辺状況を把握す
る必要があるため

配慮すべき事項 目　的

青潮調査
強いインパクト
を与える現象の
把握

江戸川放水路の
水質・土砂調査
（特に、洪水
時）や生態系の
確認

連続した水域お
よび、強いイン
パクトを与える
現象の把握

河川、周辺都市
域などの調査

陸域の水循環の
把握

谷津干潟・行徳
湿地・その他周
辺湿地調査、東
京湾全域の調査

背後地や沖合海
域の広域的把握

9

目　的

内　　　　　　容

別表２　早期又は新規に実施したほうがよい調査とその理由等

調査内容
新たな実施が必要な理由

別表３　自然環境調査に関連して配慮すべき事項

調査名

当面は、管理者である国の調査結果等を収集し、参考にすること。
特に、江戸川放水路は、東京湾の遺伝子を残す生物個体群が、かろうじて残る場所とされていることから、三番瀬と江戸川放水路
については、できる限り一体の系として扱うよう配慮すること。

河川管理をしている機関や周辺市から、情報収集を行い、三番瀬再生の検討に供することが出来るようデータの蓄積に配慮するこ
と。

左記の地域については、三番瀬との関連が深いことから、その推移や動向など、常に視野に入れ、県関係部局・他機関・大学等の
調査・研究結果等の入手・蓄積を図り、三番瀬再生の取り組みに資するよう配慮すること。

県の関係部局で実施している青潮や貧酸素水塊等の調査の情報を収集・整理し、利用に供することができるよう配慮すること。



調　査　目　的

干潟の前置斜面から海岸までの地形について、年変動を検知

三番瀬の土砂管理のため

土砂が大きく動く時期における、土砂の動態把握

浚渫窪地の影響を考慮するため、浚渫窪地に落ち込む生物量などを把握し、今後の再生事業の優先順位の
参考にする

陸域の影響や、陸ー海の水循環の再生に役立てるため

ゴミの流入等の陸域からの過剰な負荷は、沿岸生態系や漁業にも影響があるため

干潟の物質循環モデルの構築と、水質浄化能力の検討

魚類の生活史の視点を導入し、魚類の情報の充実を図るため

10

別表４　調査結果の解析・活用及び調査の実施体制等について

生物の生息状況と物理環境の対応について引き続き検討し、その関係をできるだけ明らかにするよう努めること

ＮＰＯや市民のための調査マニュアル等を整備し、市民調査を支援するとともに、調査に関する一定レベルの人材育成に留意すること
また、市民調査結果については、調査精度など配慮しながら、三番瀬自然環境調査の補足データとしての活用を検討すること

三番瀬で実施される県関係部局の調査について連携・調整を行う庁内の体制や、三番瀬の再生に関連する研究体制の充実に、努めること

関係機関が実施するさまざまな調査について、相互のデータの有効な活用に努め、解析を行うこと

継続したデータとして解析するため、調査受託業者および分析担当者の能力の違いによって、データ精度にばらつきがないよう、精度の
担保には十分配慮すること。

県が実施している三番瀬に関する調査結果等について、一元的にデータベース化し、県民や研究者の利用に供するよう検討するととも
に、できる限りはやくその方向を示すこと
特に、三番瀬の調査結果について、県民や研究者が、簡単にアクセスでき、わかりやすく、目にふれるよう、ホームページの開設をはじ
めとする仕組みをできる限りはやく作り上げるとともに、その取り組みを開始すること
また、三番瀬の調査結果を活用する研究等について、三番瀬再生のため取得されたデータであることの明示や、県への成果の提供の義務
付けなど、その手続きを定めること

調査の実施にあたっては、周辺の大学や博物館との協力などを、視野にいれながら進めるよう努めること

三番瀬の再生に資するような学術情報の収集に努めること

データロガーなどによる雨水等や陸起源のゴミ
の流入・停滞・拡散状況の把握

護岸付近のプランクトンの集魚灯調査、釣り人
の情報収集、刺網の試験操業

流入河川や水路の流量の常時把握

セディメントトラップあるいはコアの採取など
による浚渫窪地における調査

付着微細藻類の基礎生産の測定

市民が参加し、市民とともに作り出していく、調査のあり方を検討・模索すること。

調査の実施体制
等について

調査結果の解
析・活用にあ
たって

セディメントトラップなどによる台風や出水時
などの調査(蛍光砂調査など）

別表５　三番瀬の再生に向けて

今回検討した自然環境調査は、三番瀬全体の自然環境を定期的に把握するため、実施していくものである。
今回の検討の中では、干潟の動態の解明をはじめ、以下の調査についても提起されており、今後の再生に向け、これらについて、必要と判断された場合に
は、実施について検討されたい。

調　査　内　容

数値シミュレーションによる土砂の動態把握

代表３測線における毎年の深浅測量
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２－２ ―市川市塩浜護岸改修事業に係るモニタリング手法に 
ついて― 

 
 （１）塩浜護岸改修事業の概要等について 
  市川海岸塩浜地区護岸検討委員会における検討等をとおし、事業者（県）

が確定した１００ｍ工事区間の改修事業の概要、環境影響予測・モニタリ

ング手法、今後の予定と順応的管理の取り組み等については、以下のとお

りである。 
ア 塩浜護岸改修事業の概要について 

(ｱ) 目的：海岸保全区域に指定した塩浜２丁目、３丁目地先の護岸につい
て、「安全性の確保」、「海と陸との自然な連続性を取り戻す」、

「人と三番瀬の健全なふれあいの確保」を目標に、高潮防護の護

岸改修を進める。   
  (ｲ) 位置・規模：塩浜２丁目、３丁目地先 工事延長１７００ｍ 
  (ｳ) 今後の展開や延長：当面、老朽化が著しい２丁目地先のうち、約９０

０ｍ間を先行させ、平成２２年度頃の完成を目指す。 
      また、平成１８年度内に、工事延長１００ｍを実施し、このうち

２０ｍを完成させる。 
  (ｴ) １００ｍ工事区間の断面設計の考え方 

・ 構造 石積緩傾斜堤護岸 
・ 素材 捨石部＋被覆石（１ｔ／個、２層積） 
・ 勾配 １：３ 

（護岸の安定性はもとより、地下水の連続性の配慮や潮間帯生物の

生息空間の確保及び人と海との健全なふれあいなどの観点から、石

積緩傾斜堤護岸とした。素材は自然石を用いることを基本とし、一

般に入手可能な大きさの１ｔ／個を被覆石にすることとし、この大

きさから波の力による安定性を確保するため勾配を１：３にした。） 
      ・ バリエーション モニタリング調査結果や他の地区の事例などを基に、

今後護岸構造を評価・再検討しよりよい工夫を施していく。 
 
イ  環境影響予測とモニタリング手法等について、 

１００ｍ工事区間における環境影響予測と、予測結果を踏まえた調査

項目・調査時期・調査範囲及びその設定理由については、別表６のとお

りである。 
 
ウ  今後の予定と順応的管理の取り組みについて 

   １００ｍ工事区間のモニタリング結果等を踏まえ、残りの８００ｍ部分

について１８年度内に護岸検討委員会に提案し、１９年度から工事着手す
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る。 
   また、順応的管理の取り組みについては、作業間を結びつけるフロー図

など作成してあるが、個別目標、目標達成基準、管理方法など詳細につい

て、１８年度内に護岸検討委員会に提案し、検討することとしている。 
 

（２）環境影響（ミニマムインパクトの視点）と検証するモニタリング手法とし

て、気をつけた方がよい点、工夫した方がよい点について 
  事業者の１００ｍ工事区間における環境影響予測の考え方や、ミニマムイ

ンパクトを検証するモニタリングとして十分であるか、項目・空間的範囲・

時間的範囲は適切かなどについて、検討した。 
ア 環境影響予測の考え方について 

環境影響予測については、工事の規模・内容から見て、生物・地形・底質・

波浪（流況）など、概ね必要な項目を、直接的影響と間接的影響に分け、検

討しているものと思われる。 
なお、護岸改修後は、反射率が低くなるため、返し波（反射波）や護岸沿

いの流れが弱まり、大きな地形、底質変化は生じないとしているが、護岸前

面に砂が堆積することも考えられることから、モニタリングにより追跡して

もらいたい。 
 
イ モニタリングの空間的な範囲について 

(ｱ) 生物・地形・底質調査について、モニタリング範囲の目安として、「護
岸直下」のハビタットと、隣接する「澪筋部」のハビタットへの影響を把

握するため、護岸直下より約１００ｍを把握するとしており、概ね適切と

思われる。 
また、一般的に物理的な影響範囲として、波長の１倍から１．５倍とい

われており、設計波が１波長５６ｍぐらいであることから考えても、概ね

妥当と思われる。 
(ｲ) ただし、微地形、微環境を予測する技術は、現在、確立されていないた
め、構造物周辺における特徴的な環境変化は見逃さないよう、注意する必

要がある。 
   例えば、護岸の脇は、泥が堆積したり侵食したりすることが起こりやす
く、気をつけたほうがよい。 
この部分は、モニタリング調査から抜けている事項でもある。 
護岸脇の地形変化については１年程度のモニタリングで判断できると考

えられるが、モニタリング方法としては、棒に目印をつけたものを立て、

どれだけ埋まったか定期的に見るなど、簡易な方法もあるので、検討して

もらいたい。 
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ウ  モニタリングの時間的な範囲について 
(ｱ) 生物のモニタリングについては、施工後１年としているが、追跡期間と
しては不足しているため、ある程度、長期的な変動も含めて、今後の調査

計画作成の中で、検討してもらいたい。 
(ｲ) 浦賀の海岸の事例では、構築後概ね４、５年経ったものと、２０年くら
い経ったもので、付着生物相がほぼ似た状況となっている。生物の回復状

況に関するモニタリング期間は、４～５年を目安として提案したい。 
また、生物の回復状況を確認し、比較するため、モニタリング測線につ

いては、護岸延長が増えるにしたがい、観測を長期間にわたり継続する測

線、１年とする測線というように、設定することも検討してもらいたい。 
なお、平成１１年３月の環境省の「事後調査・再評価マニュアル」では、

動植物について、３世代程度のモニタリングを目安としているので、参考

にされたい。 
 

エ その他 
本事業は法等に基づく環境影響評価の対象事業ではないが、環境への影響

をより小さくするため、環境影響評価の指針なども参考とされたい。 
 

（３）順応的管理の取り組みと景観について 
ア  事業者が考えている順応的管理の内容 

護岸改修事業の目的とそれぞれの目標を次の通りに整理している。 
(ｱ) 生態系への配慮（環境保全）：海と陸との自然な連続性を取り戻すこと 
(ｲ) 防護：護岸の安全性の確保 
(ｳ) 利用：人と三番瀬の健全なふれあい 

この環境保全の目標に向け、順応的管理の中で次の事項を検証していく

こととしており、モニタリング調査の項目、時期、頻度等を定めている。 
(ｱ) 石積み護岸にマガキを主体とするハビタットが復元されるか 
(ｲ) 隣り合うハビタットに物理的な影響があるかどうか 
(ｳ) 重要種ウネナシトマヤガイの再定着が確認できるか 

 
イ  順応的管理の基本 

順応的管理による事業の進め方を要約すれば、フローの中に次の要素が含

まれていることである。 
(ｱ) フィードバックがあること 
(ｲ) 予測に対してモニタリングによりチェックする仕組みがあること 
(ｳ) 事業者だけで考えるのではなく、みんなで考える仕組みがあること 
この内容を詳細に示すと、別表７（順応的管理の基本）のとおりである。 
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ウ 順応的管理に係る配慮事項 
事業者の順応的管理計画は、上記の要約の内容（フィードバック、予測に

対してモニタリングによるチェック、みんなで考える仕組み）がフロー図等

で示されており、概ね妥当と思われる。 
なお、順応的管理における個別目標、目標達成基準と管理方法などの詳細

項目については、１８年度に護岸検討委員会で検討することとしている。 
ついては、護岸改修の自然再生への寄与の観点から順応的管理の基本を踏

まえ、事業者としての管理計画を再整理するとともに、検討を進める際には、

以下の点について配慮されたい。（別表７参照） 
(ｱ) 環境保全に係る「管理目標の設定」について 
・ 事業者の考えている ①護岸直下のハビタットの復元状況 ②重要種の
再定着について、具体的な内容を検討し、「どのくらいの生き物が どこ

に いつごろから定着するか」等を予測し、測定可能な管理目標になる

よう、設定する。 
（例えば、１年後には何々がどこにどれだけ回復し、２年後には何々が

どこにどれだけ回復し、X 年後には重要種の何々が平方米当たり Y 個
体程度、再定着する。） 

・ ハビタットの回復と重要種の再定着は別の事象ではなく、時間経過の中
での順番の問題であり、上記のような予測ができれば、例えば 1 年目に
重要種が回復していなくてもあわてる必要はない。 

(ｲ) 環境保全に係る「管理手法の設定・改善」について 
・ 現実的で着実に実施されるような、具体的な評価のしかたや管理のしか

たとする。（誰が判断するか どの様になったら見直すのか（判定基準） 

どの様に手直しするか） 
・ 判定基準はかなりの幅を持たせた柔軟なものとする。 
・ 目標が達成できそうもないと判明した時の対応の検討方法を、事前に検
討しておく。  

     
エ  景観に関する目標の作成について 
(ｱ) 景観形成に関しては、護岸を「少しずつ施行して、モニタリングしながら
改善していく」方法は基本的には馴染まない。対象とする護岸全体の景観

に関する目標、設計上の配慮事項は最初に決めておくべきものである。 
(ｲ) 景観に関する目標設定のための絶対的な基準はないが、一定の母数を持っ
た無作為の住民アンケートにより、概ねの傾向をつかむことが標準的であ

る。（例えば、人間の目線で海側及び陸側からのいくつかのパターンのモ

ンタージュやパースを用意し、具体的な質問をする。） 
(ｳ) 事業実施中のモニタリングは、実際の利用者又は見学会等によるアンケー
ト方式により、一定の距離が完成した時点で行うと良い。なお、モニタリ
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ング結果により基本的事項まで根本的に修正するものではないと思われ

る。 
(ｴ) 時間の経過や完成延長が延びることにより、モンタージュ等とは異なる印
象となることから、２例程度の類似の護岸と常に比較することも一つの方

法である。 
(ｵ) 利用の観点から、将来は、市民が自然にふれあう場所として滞在し、楽し
める環境づくりを検討する。 

 
オ その他、事業者が検討若しくは配慮したほうがよい事項 
順応的管理の基本的事項については、上記のとおりであるが、以下の点につ

いて、検討若しくは配慮したほうが良いと思われる。 
(ｱ) 青潮などの護岸工事以外の要因で生物が棲みつかなくなるようなことが
あり得る。そこで、生物に大きな影響を及ぼす要因（特に酸素濃度）の確

認のため、夏場を中心に溶存酸素濃度の測定を検討する。 
(ｲ) 多数ある調査測線のうち、どこがポイントになるかを次第に絞り込んでい
くことを予め意識して、戦略的に調査を進める。 

(ｳ) 石積護岸の内部はさまざまな隙間が形成されることから、護岸直下の地下
水の流動や石積内部の生物生息状況・水質分布を調査するため、石積護岸

に観測用パイプの設置などを検討する。 
(ｴ) 他海岸の複数の類似の護岸を参考にするなどして、最終的な生物の住みつ
きや時間的な発展をおおまかに想定する。 

(ｵ) 護岸部の景観形成は背後地の土地利用や景観と深く関わるので、地元市と
は常に情報交換し、協議しながら進める。数量化が困難な目標を実施に移

す場合には、専門家と事業者による作業をすることが望ましい。 
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別表６ 事業者が実施した環境影響予測とモニタリング手法等

について 
 
調査  
項目  

環境影響予測結果  調査時期と設定理由  
 

調査範囲・場所と設定理由

 

 
 
 
 
 
生物  
 

（直接的影響）  
・現在の直立護岸周辺に

形成されている「ハビタ

ット：護岸直下」は一旦

消滅  
・対象海岸域には、同様

な潮間帯ハビタットが

多数分布し、施工が段階

的に行われることなど

から、改修後の護岸を基

盤として同様の潮間帯

生物を主体とするハビ

タットが復元  

・施工直前の潮間帯生物

の定着状況を把握  
・施工後は、四季の生物

の定着状況を詳細に把

握  
 
 
 
 

・直接的な影響予測結果か

ら、主に約２０ｍ＋法先の

洗掘による数ｍ分の範囲

の影響に着目  
・沖合までのモニタリング

範囲の目安として、「護岸

直下」のハビタットと、隣

接する「澪筋部」のハビタ

ットへの影響を把握する

ため、護岸直下より約１０

０ｍを把握  

 
 
地形  
・  
底質  
 
 

（間接的影響）  
・護岸改修後は、返し波

（反射波）や護岸沿いの

流れによる、大きな地

形、底質変化は生じない

・施工直前の周辺地形、

底質を把握  
・施工後は、地形、底質

変化に影響を及ぼすと

考えられる気象擾乱、す

なわち台風シーズン直

後と、春一番の季節風に

よる波浪来襲後を把握  

・沖合までのモニタリング

範囲の目安として、「護岸

直下」のハビタットと、「澪

筋部」のハビタットへの影

響を把握するため、護岸直

下より約１００ｍを把握  

 
 
波浪

（流

況）  

（間接的影響）  
・護岸改修後は、返し波

（反射波）や護岸沿いの

流れによる、大きな波浪

や流況の変化は生じな

い  

・施工直前の波浪、流況

を把握  
・施工後は、護岸に作用

する影響を及ぼすと考

えられる気象擾乱、すな

わち台風シーズン直後

と、春一番の季節風によ

る波浪来襲状況時を把

握  

・護岸施工箇所に作用する

波浪が計測でき、設置可能

な場所に波浪計を設置  

景観  
 

・護岸改修後の概観（フ

ォトモンタージュ）作成

・石積み護岸の完成イメ

ージを把握  
・完成断面まで施工された

箇所を設定  
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別表７ 順応的管理の取組について 

 順応的管理の基本 護岸改修事業に
関する順応的管
理計画（案） 

評価委員会からの
助言 

１ 

 

手法が「作業」と作業間を結びつけ

る「フロー」から構成されており、「フ

ロー図」として示されていること 

 フロー図として示

されている 

 

順応的管理の基本を踏

まえ再整理されたい。

 

 

２ 

 

 

「管理目標の設定」、それに見合う

「管理手法の設定・改善」、「モニタ

リング」、モニタリング結果のフイー

ドバックによる「管理手法の再検討・

レビュー」が含まれており、それらが

相互に結びついていること 

 フロー中に含まれ
ており、それらが相

互に結びついている

順応的管理の基本を参

考に再整理されたい。

 

 

 

３ 

 

 

「管理目標の設定」では、事業の目

的、規模、位置、特性、事業期間、使

用素材、周辺からの影響要因などを踏

まえて、わかりやすく目標が設定され

ていること 

 生態系への配慮、
防護、利用に関する

目標は設定されてい

るが、管理目標とし

ては示されていない

分かりやすい管理目標を

設定されたい（例えば、１

年後には何々がどこにど

れだけ回復し、２年後には

何々がどこにどれだけ回

復し、X年後には重要種の

何々が平方米当たりY個体

程度、再定着する。） 

４ 

 

 

「管理手法の設定・改善」では、「目

標設定」に見合う内容の評価のしかた

と、評価に従った管理のしかたが定め

られていること。 

周辺の類似環境を参照にしたり、時

間的な発展をおおまかに想定するこ

とは、よい工夫 

 具体的な評価のし

かたと、管理のしか

たは定められていな

い 

 

設定した管理目標に従い

具体的な評価のしかたと、

管理のしかたを定められ

たい。（誰が判断し、どの

様になったら見直すのか、

どんな手直しをするのか）

５ 

 

 

「モニタリング」は、目標設定に際

して考慮した特性を踏まえ、想定プロ

セスを参照に、適当な密度、頻度、期

間、手法を選定していること 

適切な費用となっていること。 

大きな阻害要因や周辺からの作用

要因が予想されるときには、これらに

も配慮されたモニタリングとなって

いること 

 モニタリングは、

影響予測結果を踏ま

え、目的・時期・頻

度・調査範囲等が設

定されている 

 

 

順応的管理の基本を踏

まえ再整理されたい。

 

 

 

 

 

 

６ 

 

想定とのズレや目標の不達成の可

能性を検知できたら、その原因を検討

し、管理手法を再検討するプロセスが

 管理手法を再検討

するプロセスが組み

込まれており、公開

順応的管理の基本を踏

まえ再整理されたい。
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組み込まれていること。 

再検討のプロセスが公開性をもっ

ていること 

性を持っている。  

 

７ 

 

管理手法の改善によっても、なお、

目標の達成が困難と見通せた場合に

は、設定された目標の妥当性について

も再検討ができること。 

 「目標設定」の妥

当性の再検討につい

ては、示されていな

い 

当面は必要ないと考え

る。 

 

 

８ 

 

 

提示された順応的管理の手法は、

現実的で着実に実施されるような手

法になっていること。 

公開性と柔軟性をもった手法とな

っていること 

 順応的管理の具体

的な手法は示されて

いないが、公開性と

柔軟性は持っている

具体的な管理目標等に

従い現実的な手法を整

理されたい。 
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３ 今後に向けて 
  
三番瀬の再生に係る具体的な目標・最終形が明らかでないなど、いくつかの制

約がある中の検討であり、本来は最終形等をにらんだ検討が必要と考えられるが、

こうした状況の中、今後に向けて、以下のことを提案する。 
 
（１）三番瀬自然環境調査について 
ア 県が実施している三番瀬に関する調査結果等について、一元的にデータベ

ース化するとともに、調査結果について、県民や研究者が簡単にアクセスで

き、わかりやすく、目にふれるよう、ホームページの開設をはじめとする仕

組みをできる限りはやく作り上げるとともに、その取り組みを開始されたい。 
また、あわせて県庁内の体制や、三番瀬の再生に関連する研究体制の充実

など、図られたい。 
イ 市民が参加し、市民とともに作り出していく、調査のあり方を検討・模索

されたい。 
ウ 今後の再生の取り組みの中で、調査実施計画の作成や調査の実施、結果の

解析などについて、専門家の指導･助言を得ながら、適切に進めるよう十分

配慮されたい。                            
 
（２）市川市塩浜護岸改修事業について 
ア 護岸改修事業に係るモニタリング手法と順応的管理の取組について検討

したが、環境影響にかかるモニタリングは工事延長約１００m を意識した内
容であり、今後工事区間が延びるにしたがって、モニタリングの対象箇所等

も変更していくことになると思われる。 
  特に、地形測量に関しては、事前に一度、測線１本、沖合い５００ｍ程度
まで実施することを、検討してもらいたい。 
   水鳥の場の利用については、十分解明されていないが、事業の進捗に応じ
てモニタリングの必要性や方法等を検討してもらいたい。 
イ 今後、専門家も交えた護岸検討委員会や事業者において、順応的管理の具
体化等を十分検討して事業を進めるとともに、延伸部分の工事内容及びモニ

タリング計画等について、適宜、再生会議へ情報提供されたい。  
 
以 上   
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（参考） 三番瀬評価委員会における検討状況等について 
 
１ 検討の趣旨 
 
  三番瀬評価委員会の役割としては、三番瀬再生会議の指示に基づき、「自
然環境の定期的なモニタリング手法の検討」や「再生事業の実施に伴う周

辺環境への影響予測、モニタリング手法に対する意見」などがある。 
この役割を踏まえ、本年５月２５日開催の再生会議において、評価委員

会に対して、以下の事項について、検討指示を出した。 
 

（１）三番瀬全体の自然環境を定期的に把握するため、県が実施する自然

環境調査のあり方について 
（２）市川市塩浜護岸改修事業に係るモニタリング手法について 

 
（１）指示に基づき、「自然環境調査のあり方」について、以下の視点から検

討が行われた。 
ア 自然環境調査事業の考え方 
イ 個別の調査内容 
ウ 早期に実施すべき調査と新規に実施したほうがよい調査 
エ 自然環境調査に関連して配慮すべき事項 
オ 調査結果の解析・活用及び実施体制等 
カ 三番瀬の再生に向けて 

 
（２）また、塩浜護岸改修事業に係るモニタリング手法について、以下の視点

に立ち、検討が行われた。 
ア 塩浜護岸改修事業に係るモニタリング計画や、順応的管理の取り組

み等について、抜けている点、気をつけたほうがよい点、工夫すべき

点について、助言を行う。 
また、評価委員会は、モニタリング計画をつくる立場でも、構造等

をいう立場でもないが、市川海岸塩浜地区護岸検討委員会での検討に

注目しつつ、助言する。 
イ 護岸改修における順応的管理の取り組みについては、新しい試みで

あり、評価委員会としても、協力していく。 
ウ 護岸の安全性については、護岸事業者（県）において十分検討して

いると考えられるため、環境の変化や生態系への配慮（環境保全）を

中心に、検討する。 
エ 当面、確定した１００ｍ工事区間を対象に検討を行う。 
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  そして、以下の事項について、検討が行われ、配慮すべき事項等につい

てとりまとめられた。 
ア 塩浜護岸改修事業の概要、１００ｍ工事区間の環境影響予測とモニ

タリング手法等について 
イ 環境影響（ミニマムインパクトの視点）と検証するモニタリング手

法として、気をつけた方がよい点、工夫した方がよい点について 
ウ 順応的管理の取り組みと景観について 
エ 今後に向けて 

 
 
２ 評価委員会及び小委員会における検討状況 
 

   （１）７月２８日に第２回評価委員会を開催し、検討が開始された。 
 ア はじめに、県から自然環境調査計画（案）について、説明を受けた。 

 県の基本的な考え方は、以下のとおりであった。 
(ｱ) 三番瀬の生物とそれを取り巻く環境の現状を把握することを目的に、
円卓会議の「専門家会議」において提案されたモニタリング調査（案）

に基づき、平成１８年度からの５年間で順次実施する。 
このうち、１８年度は、底生生物、底質、水質調査を実施する。 

  (ｲ) 再生会議、評価委員会の指導・助言を得ながら、可能な範囲で修正を
加えて、効率的に実施する。 

イ また、護岸事業者（県）から塩浜護岸改修事業に係る事業計画書（確定

版）と実施計画書（確定版）、生物調査及び予測結果、順応的管理による

取り組みについて、説明を受けた。 
ウ 検討の結果、より効率的に深く検討する必要があるため、各委員の希望

を募り、小委員会を編成することとした。 
 
（２）小委員会を編成（別紙参照）し、以下のとおり検討が行われた。 
 

９月１２日 

塩浜護岸モ

ニタリング

関係小委員

会  
 

ア 塩浜護岸改修事業のモニタリング手法に係る個別の調査内容、新

規に実施したほうがよい調査、順応的管理の取り組みなどについ

て、各委員から出された意見をもとに、検討した。  
イ 議論を踏まえ、再生会議への検討結果報告の目次立て（章構成）

が提案され、報告（案）の作成作業に着手し、１０月２６日開催の

第３回評価委員会に提出することとした。 
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９月１３日 

第１回自然

環境調査関

係小委員会  

ア 県の自然環境調査計画（案）に対し、自然環境調査事業の考え方、

個別の調査内容、新規に実施したほうがよい調査などについて、各

委員から出された意見をもとに、検討した。  
イ   検討の結果、県の自然環境調査計画（案）のどこをどのように変
えていくのか、委員の意見を現況把握型・原因判別型・事業対応型

調査に分類し、調査方法・地点数・理由など、具体的な提案を出す

よう、各委員から再度、意見を提出してもらうこととした。 

１０月６日 

第２回自然

環境調査関

係小委員会  

ア 各委員から出された具体的な意見をもとに、再生会議への検討結

果報告（素案）について、検討した。  
また、現況把握型調査として委員の意見が一致した内容を、素案

に盛り込むとともに、それ意外の意見については、参考意見として、

その他に記載することとした。  
イ 検討の結果、当日の議論を踏まえ、一部修正・追加し、１０月２

６日開催の第３回評価委員会に提出することとした。  

 
（３）１０月２６日に第３回評価委員会を開催し、検討結果報告（案）につい

て、検討が行われた。 
各小委員会において作成された、再生会議への検討結果報告（案）につ

いて検討し、一部修正・追加の上、再生会議へ報告することとされた。 
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                             別 紙 
 
三番瀬評価委員会小委員会（自然環境調査関係）の委員編成 

（○：取りまとめ責任者 ＊敬称省略 順不同）  

 委 員 名 摘  要 

○望月 賢二 元千葉県立中央博物館副館長    

  

 清野 聡子 東京大学大学院助手       

  

 能登谷正浩 東京海洋大学教授         

  

 野村 英明 東京大学海洋研究所技術補佐員   

  

  蓮尾 純子 (財)日本野鳥の会評議員      

  

 横山 勝英  首都大学東京准教授        

  

 
 
三番瀬評価委員会小委員会（塩浜護岸モニタリング関係）の委員編成 

（○：取りまとめ責任者 ＊敬称省略 順不同）  

委 員 名 摘  要 

○細川 恭史 (独)港湾空港技術研究所理事    

  

 岡安 章夫 東京海洋大学教授         

  

 倉阪 秀史 千葉大学助教授          

  

 宮脇 勝 千葉大学助教授          

  

 吉田 正人 江戸川大学教授         

  

 
 
 

                             


